
二
年
八
月
丁
巳

(十
五
日
)
に
あ
る
。
本
文
書

の
日
付
が
尚
巴
志
冊
封

の

〔〇

一
-
〇
五
〕
と
同
日
で
あ
る

の
は
、
琉
球
に
対
し
て
は
、
即
位

の
詔
が
尚
巴
志
冊
封
の
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ

て
本
文
書
を
実
録

の
記
載
と
く
ら

べ
る
と
、
実
録

の

「
八
月
十
五
日
」

を

「去
年
八
月
十
五
日
」
と
し
て
去
年
を
加
え
、
実
録
の

「
以
明
年
」

を

「紀
今
年
」
と
す
る
な
ど
し
て
、
文
書
の
も
た
ら
さ
れ
た
時
期
に
合

わ
せ
て
書
き
か
え
て
い
る
。

1-01-04

皇
帝

の
、
故
国

王
思
紹

に
対
す
る
諭

祭

文

(
一
四
二
五
、
二
、

一
)

祭
文

維
れ
洪
煕
元
年

(
一
四
二
五
)
歳
次
乙
巳
、
二
月
辛
丑
朔
、
皇
帝
、
行
人

周
彜
を
遣
わ
し
、
琉
球
国
中
山
王
思
紹
を
諭
祭
し
て
曰
く
、
惟
う
に
王
は
聡

明
賢
達
に
し
て
、
海
邦
を
作
鎮
す
。
祗
ん
で
我
が
皇
考
太
宗
文
皇
帝

に
事
え
、

克
く
忠
順
を
秉
り
、
朝
廷
を
欽
戴
し
恪
ん
で
職
貢
を
勤
め
て
終
始
渝

ら
ず
。

上
は
以
て
天
道
を
敬

い
、
下
は
以
て
国
人
を
康
ん
ず
。
寔

に
永
く
藩
■

を
崇

め
て
以
て
栄
禄
を
享
く
る
を
望
む
。
而
る
に
使
者
の
来
り
て
、
遽

に
哀
を
以

て
告
ぐ
。
遠
臣
を
撫
念
し
、
良
に
深
く
感
悼
す
。
茲

に
特
に
使
を
遣
わ
し
て

諭
祭
す
。
王
霊
昧
か
ら
ず
。
予
の
至
意
を
鑑
み
よ
。再

対
し
て
之
を
正
す

注

(1
)
祭
文
　
神
を
祭
る
時
に
誦
え
る
文
。
こ
こ
で
は
死
者
を
哀
悼
す
る
た
め

の
も
の
。

(2
)
歳
次
　
歳
星

(木
星
)
の
や
ど
り
。
歳
ま
わ
り
。

(3
)
周
彜
　

〔〇

一
-
〇
二
〕
総
注
参
照
。

(4
)
太
宗
文
皇
帝
　

永
楽
帝

の
こ
と
。
太
宗
は
当
初
の
廟
号
で
、
嘉
靖
帝
の

時
に
成
祖
と
改
め
ら
れ
た
。
文
皇
帝
は
謚
号
。

(5
)
職
貢
　

み
つ
ぎ
。
貢
賦
。

(6
)
再
対
し
て
之
を
正
す
　
毛
筆
に
よ
り
別
の
書
体

で
書
か
れ
て
お
り
、
校

訂
済
を
示
す
書
き
込
み
。

1-01-05

皇
帝

よ
り
世
子
尚

巴
志

へ
、
国

王
に
封
ず

る
勅
諭

(
一
四
二
五
、
二
、

一
)

皇
帝
、
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
巴
志
に
勅
諭
す
。

昔
、
我
が
皇
考
太
宗
文
皇
帝
、
恭
し
く
天
命
を
膺
け
、
万
方
を
統
御
す
る

や
、
恩
施
す
る
こ
と

一
視
に
し
て
、
遠
邇
は
仁
に
帰
す
。
爾
の
父
琉
球
国
中

山
王
思
紹
、
聡
明
賢
達
に
し
て
、
茂
ん
に
忠
誠
を
篤
く
し
、
天
を
敬

い
上
に

事
え
る
こ
と
益
々
久
し
く
し
て
懈
ら
ず
。
朝
貢
は
常
有
り
、
職
を
愆

つ
罔
し
。

我
が
皇
考
、
乃
の
勤
款
を
嘉
し
、
良
に
用
て
褒
錫
す
。

肆
に
朕
、
大
統
を
■
承
す
る
や
、
弘
く
治
化
を
敷
き
、
尤
も
継
承
を
重
ん

ず
。
念
う
に
爾
の
父
の
告
終
し
て
、
已
に
再
歳
を
逾
ゆ
。
嗣
嫡
の
賢
有
る
に

非
ざ
れ
ば
、
曷
ぞ
伝
襲
の
重
き
を
膺
け
ん
や
。
茲

に
特
に
内
官
柴
山
を
遣
わ

し
、
勅
命
を
齎
し
、
爾
世
子
尚
巴
志
を
琉
球
国
中
山
王
と
為
し
て
、
以
て
其

の
世
を
継
が
し
む
。



於
戯
、
尚
わ
く
は
忠
を
立
て
孝
を
立
て
恪
ん
で
藩
服
を
守
り
、
徳
を
修
め

善
に
務
め
て
、
以
て

一
国
の
人
を
福

に
せ
よ
。
則
ち
爵
禄
の
栄
、
無
窮
に
延

び
ん
。
尚
わ
く
は
其
れ
祗
ん
で
朕
の
命
を
承
け
、
怠
る
無
く
忽
に
す
る
無
か

れ
。
故
に
茲
に
勅
諭
す
。
宜
し
く
至
懐
を
体
す

べ
し
。

洪
煕
元
年

(
一
四
二
五
)
二
月
初

一
日
　

再
対
し
て
之
を
正
す

注

*
こ
の
勅
諭
は

『明
実
録
』
洪
煕
元
年

二
月
辛
丑
朔
の
条

に
あ
る
。

(1
)
世
子
　
諸
侯
の
あ
と
つ
ぎ
。実
際
に
王
に
即
位
し
て
後
も
冊
封
さ
れ
る

ま
で
は
世
子
と
称
し
た
。

(2
)
告
終
　

死
去
。
『明
実
録
』
永
楽

二
十
二
年

(
一
四
二
四
)
二
月
戊
午

の
条

に
琉
球
国
中
山
王
思
紹

の
訃
報

の
記
事
が
あ
る
。
『世
譜
』
は
思

紹

の
死
を
永
楽
十
九
年
と
す
る
。

(3
)
内
官
　
宦

官
。
明
朝

で
は
永
楽
帝

の
時
か
ら
重
用
さ
れ
、
内
廷
で
権
力

を
ふ
る

っ
た
ほ
か
、兵
権
を
握

っ
た
り
、地
方

へ
税
使
と
し
て
出
た
り
、

ま
た
市
舶

の
事
な
ど
財
政
に
も
携
わ

っ
た
。
明
初
、
宦
官
の
鄭
和
は
諸

国
の
招
撫
、
交
易
の
促
進

の
た
め
に
海
外

へ
遠
征
し
た
が
、
柴
山
も
同

様
の
目
的

で
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

(4
)
柴
山
　
琉
球

へ
派
遣
さ
れ
た
の
は
次

の
四
回
で
あ
る
。
番
号
に
続
く
年

号
は
琉
球
到
着

の
年
を
示
し
、
掲
出

の

『歴
代
宝
案
』
文
書
は
、
中
に

関
連
文
書
を
注
記
し
て
い
る
。

①
洪
煕
元
年
。
『明
実
録
』
洪
煕
元
年
二
月
辛
丑
条
。
〔
一
六
-〇

一
〕。

②
宣
徳
二
年
。
〔
一
六
-
〇
八
〕
。

③
宣
徳
五
年
。

『明
実
録
』
宣
徳

三
年
十
二
月
庚
寅
条
。
〔
一
二
‐
〇

八
〕。

④
宣
徳
八
年
。
『明
実
録
』宣
徳
七
年
正
月
丙
戌
条
。
〔
一
二
‐
一
二
〕
。

な
お
、
宮
田
俊
彦
「内
官
柴
山
四
度

の
渡
琉
」
(『茨
城
大
学
人
文
学

部
紀
要
』
七
、
昭
和
四
十
九
年
)
が
あ
る
。

(5
)
藩
服
　
九
服
(周
代
、
王
城
を
中
心
と
し
て
そ
の
外
に
定
め
た
九

つ
の

地
域
)
の
最
も
外
の
地
。

1-01-06

皇
帝

よ
り
国

王
尚

巴
志

と
王
妃

へ
、
頒
賜
品

の
目
録

(
一
四
二
五
、
二
、

一
)

皇
帝
頒
賜

琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志

紗
帽

一
頂

金
相
犀
帯

一
条

紅
羅
衣
服

一
副

紵
糸
四
匹

羅
四
匹■

糸
布

一
十
匹

王
妃

紵
糸
四
匹

羅
四
匹■

糸
布

一
十
匹

洪
煕
元
年

(
一
四
二
五
)
二
月
初

一
日
　

再
対
し
て
之
を
正
す

注

(
1
)
紗
　
軽
く
て
目
の
あ
ら
い
薄
絹
。
シ
ル
ク
ガ
ー
ゼ
。


